
第 1 号様式（第４条関係） 

葛飾区物価高騰緊急対策支援金交付申請書兼請求書 

葛飾区長 宛 

令和８年  月  日 

葛飾区物価高騰緊急対策支援金の交付を受けたいので、葛飾区物価高騰緊急対策支援金交

付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

なお、交付の決定を受けた場合は、交付決定額を請求します。 

１ 申請者 

個人事業主 

事業所 

所在地 

〒 － 

葛飾区 

フリガナ

事業所名 

フリガナ

氏名

住所 

電話番号 

法 人 

本店所在地 

(主たる事務所

所在地)

〒 － 

葛飾区 

フリガナ

法人名

フリガナ

代表者名 
役職名   氏名

電話番号 

業種 

1.農業  2.建設業  3.製造業  4.情報通信  5.運輸業  6.卸売業  7.小売業  8.金融保険

9.不動産業・物品賃貸 10.専門・技術ｻｰﾋﾞｽ・広告 11.宿泊・飲食業 12.洗濯・理美容・娯楽業

13.教育・学習支援 14.医療・福祉 15.機械修繕・自動車整備・廃棄物他 16.その他（ ）

確定申告日 令和 年  月 日 1.e-tax 2.税務署 (どちらかに〇)

２ 支援金交付申請内容 

事業者種別 申請額 該当区分 1 か所に☑
個人事業主 30,000 円 □ 

法 人 150,000 円 □ (裏⾯に続く)



 
３ 振込先 （注）申請者名義の口座を記載 

 
（注）ゆうちょ銀行の場合、口座番号は「番号」の最後の「１」は記載不要 

 

４ 誓約・同意事項（本項目は、申請により誓約・同意したとみなします。） 

１）交付要綱の内容を確認したうえで申請しています。 

２）令和６年 12 月 31 日以前に開業し、申請日時点において、事業を実施しており、今後も事業継続の意思

があることを認めます。 

３）葛飾区暴力団排除条例（平成 24 年葛飾区条例第 19 号）第２条第１号に規定する暴力団である者及び代

表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に

規定する暴力団関係者である者ではありません。 

４）葛飾区が必要な住民基本台帳情報、農家台帳、税情報等の公簿等の確認を行うこと、必要な資料の提供を

他の行政機関等に求めること及び提供することに同意します。 

５）葛飾区から、報告・立会検査等の求めがあった場合は、これに応じます。 

６）各種税金を滞納していません。 

７）申請書の記載等に虚偽が判明した場合、葛飾区補助金等交付規則に即して、交付決定の取消、支援金の返

還等に応じます。 
 

５ 受領通知「要・不要」 

 申請書送付後、事務局より受付を確認した書類の発送を希望しますか ⇒ はい 

   （必要な場合のみ「はい」に〇をしてください。） 

 

6 添付書類（確認をして□にチェック（レ）してください。） 

□履歴事項全部証明書の写し（個人の場合は運転免許証又は保険証等の写し） 

□支援金の振込先口座の通帳の写し（交付対象事業者名義の口座に限る。） 

□確定申告関係書類の写し 

 □個人：令和６年分の確定申告書（第一表・第二表）の控えの写し（２枚（両面）） 

  □法人：直近期分の確定申告書別表一の控え 
 

※1 年以内に以下の｢事象｣に当てはまる場合は□にチェック（レ)し、該当資料を追加してください。 

チェック欄 事象 開業届 廃業届 
履歴事項全部 

証明書 確定申告 

□ 法人⇒個人 〇 - 〇 法人 

□ 個人⇒法人 - 〇 〇 個人 

□ 事業承継 〇 
継承者 

〇 
譲渡者 

- 〇 
譲渡者 

 



令和７年度 葛飾区物価高騰緊急対策支援金 アンケートのご協力のお願い
区内事業者の皆様のご意見を区の政策に活かすためアンケートを実施しています。
郵送申請の場合、アンケートは必ず申請書類と一緒に郵送してください。
1．個人事業主ですか法人ですか？

□個人事業主 □法人
2．業種は何ですか？

□農業 □建設業 □製造業 □情報通信 □運輸業 □卸売業 □小売業 □金融保険 □不動産業･物品賃貸
□専門･技術サービス･広告 □宿泊･飲食業 □洗濯･理美容･娯楽業 □教育･学習支援 □医療･福祉
□機械修繕･自動車整備･廃棄物等 □その他( )

3．創業何年ですか？
□1年～2年 □3年～5年 □6年～10年 □11年～15年 □16年～20年 □21年～25年 □26年～30年 □31年以上

4．従業員は何人ですか？ (代表、役員は含めない)
□0人 □1人 □2人～5人 □6人～10人 □11人～20人 □21人～50人 □51人～100人
□101~200人 □201人～300人 □301人～400人 □401人～500人 □501人以上

※個人事業主でおひとりの場合は、1人にチェックをしてください。

5．物価高騰緊急対策支援金をどこで知りましたか？ (いくつでも)
□広報かつしか □区公式ホームページ □SNS □かつしかFM □チラシ □金融機関 □知人 □その他

6．物価高騰緊急対策支援金の申請は何回目ですか？
□初めて □2回目 □3回目 □4回目

7．物価高騰緊急対策支援金は、どのようなことにお使いになりますか？ (いくつでも)
□事業全般 □設備関連 □人件費 □福利厚生 □賃上げ □その他( )

8．電子申請をしなかった理由は何ですか？
□あるのを知らなかった □やり方がわからない □郵送のほうが安心

9．区で実施している以下の事業で、知っているものはありますか？ (いくつでも)
相談 □しごと発見プラザかつしか□事業者向け相談(テクノプラザ) □ビジネス相談(図書館)
融資 □中小企業融資あっせん制度 □マル経融資利子助成度
補助金 □【デジタル化】デジタル化支援事業費補助金 □【デジタル化】ホームページ作成費補助金

□【人材確保】雇用促進奨励金 □【人材確保】人材確保･人材定着支援事業費助金
□【人材確保】中小企業退職金共済(中退共)掛金補助金制度
□【人材育成】産業人材育成支援補助事業(大学･訓練等)
□【人材育成】産業人材育成支援補助事業(物流･建設事業支援) □【製造業】見本市出展費補助事業
□【製造業】動カプレス機械自主検査補助事業 □【製造業】製品性能試験費用補助事業
□【製造業】新製品･新技術開発補助事業 □【環境】かつしかエコ助成金
□【その他】知的所有権取得費補助金
□【その他】区内旅行商品造成事業補助金 □【その他】こち亀商品開発補金

講座 □創業塾 □創業入門セミナー □テクノロジーカフェ
販路拡大 □葛飾ブランド｢葛飾町工場物語｣ □町工場見本市 □見本市共同出業

□東京TASKものづくりアワード □製造業顕彰(優良技能士･優良工場)
その他 □【デジタル化】デジタル化伴走支援 □【人材確保】健康経営優良事業者認証度

□【人材確保】ワーク･ライフ･バランス推進企業認定制度
□【人材確保】ワーク･ライフ･バランス支援アドバイザー派遣事業 □【人材確保】優良従業員表彰
□【人材確保】中小企業勤労者福利共済会 □先端設備等導入計画 □SDGs宣言事業
□図書館ビジネス支援コーナー □東四つ木工場ビル □区内商店街への支援

10．経営上の課題はありますか？ (いくつでも)
□価格転嫁 □人手不足対策 □後継者不足･事業承継 □販路拡大□生産性向上
□新たな経営手法の導入(デジタルマーケティング･M&A活用等) □組織力強化(社外ネットワーク構築等)
□人材育成 □DX化の推進(業務効率化･サイバーセキュリティ対策等) □福利厚生･職場環境整備
□特になし □その他( )

11．上記で選択した課題について、取り組んでいること又は取り組もうと考えていることがありましたら
       教えてください。

葛飾区では、事業者向けメールマガジンを随時配信しています。
希望される方は2次元コードから登録お願いします。

郵送申請添付書類
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